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はじめに 

 

 本報告書は、港区特定公共賃貸住宅等の指定管理者候補者を選考するにあたり、「港区特

定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会」における審査の経過並びに結果について報

告するものです。 

 

 港区が定めた「指定管理者制度に関する基本的考え方」では、民間事業者等が持つノウハ

ウやアイデア、専門性などを活用することにより、多様化する区民ニーズへの柔軟な対応や

コストの削減など、効率的で効果的な区民サービスの提供が可能となる施設については、積

極的に指定管理者制度の導入を進めるとしています。 

「港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会」は、このような視点を踏まえた

上で、効率的・効果的に住宅及び共同施設の管理を行うことができる候補者の選考を行いま

した。 

審査にあたっては、常に厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めました。 

 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者は、１事業者からの応募にとどまったため、複

数の事業者からの提案による比較ができないといったこともあり、評価は難しい面もありま

した。 

しかしながら、当該応募事業者からのいずれの提案も現状の課題を的確に捉え、かつ、将

来を見据えた大変優れた提案であったため、指定管理者を公募した目的が十分達成されたも

のと大変喜ばしく感じています。 

応募いただいた事業者には深く感謝するとともに、選ばれた事業者には、特定公共賃貸住

宅・区営住宅・区立住宅・区立障害者住宅の入居者サービスの更なる向上や安全・安心の確

保に向け、指定管理者として十二分に力を発揮されることを強く期待いたします。 

 

平成３０年６月２８日 

 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会 

                               委員長 今村 昭文 



 

- 1 -

Ⅰ 選考した指定管理者候補者について 

  

１ 指定管理者候補者 

名    称 株式会社 東急コミュニティー  

代 表 者 代 表 取 締 役 雜賀 克英 

所 在 地 東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号 

指定管理業務

を行う事務所 

東京都港区虎ノ門三丁目１１番１５号 ＳＶＡＸ ＴＴビル８階 

株式会社 東急コミュニティー虎ノ門支店 

 

２ 対象施設 

 住宅名 住宅の種別 管理戸数（戸） 所在地 

1 シティハイツ高浜 

特定公共賃貸住宅 

（建替中） 

平成35年度竣工予定 

２０ 港南一丁目1番27号 

２ シティハイツ港南 

区営住宅 ４９ 

港南三丁目3番17号 区立住宅 ２６ 

特定公共賃貸住宅 １３０ 

３ シティハイツ竹芝 
特定公共賃貸住宅 ９０ 

芝一丁目8番23号 
区立障害者住宅 １５ 

４ シティハイツ桂坂 
区営住宅 ２０ 

高輪二丁目13番8号
特定公共賃貸住宅 ５３ 

５ シティハイツ神明 特定公共賃貸住宅 １５０ 浜松町一丁目13番1号 

６ シティハイツ白金 区営住宅 １８ 白金三丁目7番9号 

７ シティハイツ六本木 区営住宅 ５０ 六本木六丁目5番25号 

８ シティハイツ一ツ木 区営住宅 ２４ 赤坂五丁目2番50号 

９ シティハイツ芝浦 区営住宅 ７６ 芝浦三丁目5番34号 

１０ シティハイツ第２芝浦 区営住宅 ２７ 芝浦三丁目5番35号 

１１ シティハイツ車町 区営住宅 ５９ 
高輪二丁目20番29

号･30号 

１２ シティハイツ高輪 区立住宅 ６５ 高輪一丁目16番25号 

１３ シティハイツ赤坂 区立住宅 ５６ 赤坂四丁目18番13号 

合計 １３団地 

区営住宅 

特定公共賃貸住宅 

区立住宅 

区立障害者住宅 

３２３ 

４４３ 

１４７ 

１５ 

※建替中の特定公共

賃貸住宅の管理戸数

も計上しています。 
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３ 指定期間   

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年） 

 

 

４ 選考の理由  

(1)  全国展開しており約２１万戸に及ぶ公営住宅管理の豊富な経験と専門性の蓄積は、

安定的な経営基盤のもと、これらの能力を活かすことで、指定管理者制度のねらい

である民間事業者が持つノウハウを十分に活用できると判断できます。 

(2)  障害者や高齢者など自力での避難が難しいケースを想定した災害時の個人情報の

の取扱いについて事前に区と協議することや、候補者支援のもと、自治会の方々が

「みんなの避難地図」を作成することで、避難場所や避難経路の認識が広がり、災

害発生時には候補者による避難誘導だけでなく、自助、共助による避難など入居者

の安全確保が見込めるようになります。 

この地図に基づく避難訓練の実施などの災害対応や、防犯力強化のため候補者が

作成した「対犯力」パンフレットの配付に加え、振り込め詐欺防止の上映会の定期

的な開催等、防災・防犯意識向上の啓発に努めることなどの提案は、入居者の安全・

安心の確保という点で高く評価できます。 

(3)  公営住宅が地域の住宅セーフティネットの役割を担っているという特性をよく理

解した上で、障害者・高齢者・低所得者など配慮が必要な方への対応が提案されて

います。 

単身高齢世帯や障害者住宅等の入居者に対して、個別訪問による声かけによって積

極的にコミュニケーションを取りながら、入居者自身による対応が難しい電球交換や

設備面の簡易補修も行い、日常的に郵便ポストや電気等のメーターの確認を実施する

など、高齢者や障害者への対応が多角的な視点から検討され評価できます。 

(4) 候補者は、区内にある支店内に専任の部署を設け、管理センターを設置する４施

設を核として地域ごとの群管理体制を整えることに加えて、独自の遠隔監視システム

を設置することで２４時間３６５日の緊急体制を構築することができるとしていま

す。特に、エレベーターの緊急対応については、設備異常の確認方法や連絡手順など

についても提案されていることから、緊急時の迅速な対応が期待できます。 

また、管理センター職員による地域内の施設の巡回点検を行うことにより業務の

効率化が図られるなど、特定公共賃貸住宅等１３棟を一括管理するメリットを 大

限に引き出していることも評価できます。 

(5) 入居者対応においても、区内事務所、管理センターだけでなく候補者のカスタマ

ーセンターで夜間を含む２４時間３６５日体制により組織全体で入居者対応してい

ることは評価できます。 
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Ⅱ 選考経過について 

 

１ 選考の方法  

(1) 第一次審査 

応募事業者から提出された申請書類及び計画書類について、財務会計書類、基本的

事項の適格審査、計画書類に対する評価をもとに総合的な審査を行い、応募事業者を

第一次審査通過者として選考しました。 

 

(2) 第二次審査 

第一次審査通過者に対して、提案内容をもとにしたプレゼンテーションと、実際に

現場全体を統括する責任者の候補者に対して住宅管理運営の意欲や緊急時の具体的な

対応方法、入居者への関わり方等に関して質疑応答を行いました。 

本審査では、提案内容の疑問点や施設運営について質問することにより、応募事業

者の施設運営の姿勢や管理実績が急激に増加している中で組織としてどのように人員

確保を図っているのか等、さらに具体的な評価を行うことができました。 

そして第一次審査と第二次審査を合わせた総合評価により、 終的な指定管理者候

補者を選考しました。 

 

２ 選考委員会の構成  
 

委 員 長 今 村   昭 文 グリーンヒル法律特許事務所 弁護士 

副委員長 野 澤   靖 弘 港区街づくり支援部長 

委  員 池 原   毅 和 東京アドヴォカシー法律事務所 弁護士 

〃 平 田   英 雄 東京都マンション管理士会 都心区支部長 

〃 佐 藤   浩 一 
ＵＲ都市機構 東日本賃貸住宅本部 

住宅経営部管理企画課長 

〃 小 笹   美由紀 港区保健福祉支援部福祉施設整備担当課長 

〃 瀧 澤   真 一 港区街づくり支援部建築課長 

 

 ３ 公認会計士 

澤  田   尚  史 澤田公認会計士事務所 
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４ 選考の進め方 

応募者の申請書類（申請書・財務諸表・管理運営計画書等）の提出 

 

 

 

公認会計士等による財務状況等の調査・分析の結果報

告を受けて評価します。 

 

 

 

選考委員による書類審査 

 

 

 

＜第一次審査＞ 

 １ 公認会計士による事業者の財務状況分析を行い、安定的に経営基盤を有しているか確

認します。さらに、資金計画についてＡ（特に優れている）からＥ（劣っている）まで

の５段階に評価します。 

 ２ 事業者からの計画書類をもとに、審査項目ごとの審査の視点を考慮して、各選考委員

が書類審査を行い、採点します。 

３ 公認会計士による財務状況分析に基づく評価と、各選考委員による書類審査の合計得

点により総合的な審査を行い、第一次審査通過者とするか決定します。 

 

 

 

プレゼンテーション及びヒアリング、計画書類等の総合評価 

 

＜第二次審査＞ 

１ 第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション（１５分）及び質疑応答（２０分程

度）を行います。 

 ２ プレゼンテーションと質疑応答が終了した後、各選考委員による審査項目を中心とし

た評価を行い、採点します。 

 ３ 第一次審査と第二次審査の点数を合計し、指定管理者候補者とするか決定します。 
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 ５ 選考委員会等の開催状況及び経過 

(1) 第１回選考委員会 

日 時  平成３０年４月５日（木曜日） 午後２時００分～３時２０分 

場 所  港区役所 ９１５会議室 

議 題  （１）委員の委嘱について 

        （２）指定管理者の公募要項について 

（３）指定管理者候補者の選考方法について 

         

(2) 公募手続き 

① 公募要項説明会   平成３０年４月１９日（木曜日） 

② 施設見学会          ４月１９日（木曜日） 

③ 質問書受付           ４月２０日（金曜日）～４月２７日（金曜日） 

④ 質問への回答         ５月１６日（水曜日） 

⑤ 申請受付           ５月１６日（水曜日）～５月２４日（木曜日） 

 

(3) 第２回選考委員会（第一次審査） 

日 時  平成３０年６月１５日（金曜日） 午前１０時００分～１１時００分 

場 所  港区役所 ９１２会議室 

議 題  （１）財務状況分析及び資金計画分析の報告 

     （２）第一次審査について 

     （３）第一次審査通過者の決定について 

           

(4) 第３回選考委員会（第二次審査） 

日 時  平成３０年６月２８日（木曜日） 午後１時３０分～２時５０分 

場 所  港区役所 ９１５会議室 

議 題  （１）第二次審査（プレゼンテーション及び質疑応答） 

     （２）指定管理者候補者の決定について 

 

 

Ⅲ 選考対象者について 

 

 応募事業者の名称 所 在 地 

Ａ社 株式会社  東急コミュニティー 東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号  
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Ⅳ 選考結果について 

 

１ 第一次審査 

(1) 財務状況分析等について  

    公認会計士により、財務状況調査分析報告書に基づき説明がありました。 

① 財務状況分析 

応募事業者から提出された財務諸表（決算報告）を基に、財務規模、収益性、安全

性、資金分析、リスク要因などについて、安定的に経営基盤を有していることを確認

しました。 

② 資金計画分析 

応募事業者から提出された資金計画書を基に、資金・収支計画書の正確性、安全性、

収支見込の妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画との整合性、経費見積りの妥当

性、人件費水準の妥当性などについて数値及び比率分析により、Ａ～Ｅの５段階総合

評価を行いました。 

     

(2) 選考基準表に基づく採点 

選考委員ごとに評価した得点を合計し、全委員の採点した得点の合計による選考を

実施しました。 

 応募事業者の名称 財務状況分析 資金計画分析 
合計点数 

(1,050 点満点)

Ａ社 株式会社 東急コミュニティー 可 Ｂ ８０３ 

※ 財務状況分析 

 可 ：安定的に経営基盤を有している 

 不可：安定的に経営基盤を有していない  

※ 財務状況評価 

Ａ：特に優れている  Ｂ：優れている  Ｃ：普通  Ｄ：やや劣っている 

Ｅ：劣っている 
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(3) 選考経過 

各委員が,各候補者の提案内容の評価について意見交換を行いました。 

応募事業者の名称 委員の意見 

株式会社  

東急コミュニティー 

・指定管理者事務所、管理センターだけでなく事業者のカス

タマーセンターで夜間を含む２４時間３６５日体制により

組織全体で入居者対応していることは評価できる。 

・関東だけでなく全国展開での公営住宅関係の管理業務の実

績を持っていることは評価できる。 

・入居者のコミュニケーションづくりを目的としたレクリエ

ーション会など、入居者に向けた充実したサービスが提案

されていることも評価できる。 

・エレベーターの緊急対応について、詳細に特記しているこ

とから、緊急時の迅速な対応が期待でき、十分評価できる。

・入居者の安全対策について、消防署等の関係機関との連携

した訓練の実施については評価できるが、訓練の実施によ

るコミュニティの形成が提言されているものの具体的な取

組が示されていない。 

・財務状況評価で安全性のうち流動比率の項目だけが、やや

低い点について確認したところ、従来からの評価基準によ

るものであることから、低めとなるが問題はないことを確

認した。 

以上の点を総合的に勘案した結果、応募事業者を第一次審査通過者としました。 

 

２ 第二次審査 

(1) プレゼンテーション及びヒアリング 

第一次選考通過事業者から１５分のプレゼンテーションを行った後、計画書類及び

プレゼンテーションの内容に基づき２０分の質疑応答を行い、選考基準により審査し

ました。 

(2) 集計結果 

選考委員ごとに評価した得点を合計し、全委員の採点した得点の合計と第一次審査

の合計点を合算した総合得点を算出しました。 

 応募事業者の名称 
総合得点 

(1,610 点満点)

第一次審査得点 

(1,050 点満点) 

第二次審査得点

(560 点満点) 

Ａ社 
株式会社  

東急コミュニティー
１，２２９ ８０３ ４２６ 
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 (3) 選考経過 

各委員が、第一次選考通過者の計画書類及びプレゼンテーションの内容の評価につい

て意見交換を行いました。 

応募事業者の名称 委員の意見 

株式会社  

東急コミュニティー 

・関東だけでなく全国展開での公営住宅関係の管理業務の実績

を持っており、安定感がある。 

・管理実績から他の公営住宅等での取組で、評価できるものは

港区に取り入れていくことが期待できる。 

・区内にある支店内に専任の部署を設け、管理センターを設置

する４施設を核として地域ごとの群管理体制に加え、独自の

遠隔監視システムの設置やカスタマーセンターでの入居者

対応など、２４時間３６５日の緊急体制を構築することが可

能であることは評価できる。 

・公営住宅管理戸数が、平成２７年は、９７，０００戸余りで、

平成３０年が２１万戸余りと倍増している中、職員体制に不

安要因もあるが、事業者独自の研修施設を有するなど人材育

成の体制が整うなど評価できる。 

・安全管理については、特段工夫されている部分は見られない

点は少し気になるが、問題になるようなことはない。 

・プレゼンテーション及び質疑応答で、書類審査では分かりづ

らかったことも明らかになった。 

 

 

Ⅴ 最終選考について 

 

 最終選考結果 

選考基準に基づき、「株式会社 東急コミュニティー」には、高い総合評価が与えられました。 

選考委員会の総意として、「株式会社 東急コミュニティー」を港区特定公共賃貸住宅

等指定管理者候補者として選考します。 

 

 

 

 

 

 

 


